
資料 越前市重大事態対応フロー図 
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重大事態につながるいじめ事案発生 

いじめ対策委員会（学校主体 いじめ防止対策推進法第 2２条）  

越前市いじめ調査委員会（教育委員会の附属機関 いじめ防止対策推進法第 28条 1） 

 

越前市いじめ等第三者調査委員会（市長部局の附属機関  いじめ防止対策推進法第 30条２）  

 

教育委員会の附属機関として、いじめ重大事態の調査を実施する。 

市教委の調査をもとに学校の対応について検証する。 

必要に応じて、学校及び児童生徒・保護者等関係者に対する聞き取りを行う。 

調査書の作成及び、学校とともに再発防止策の作成、関係者への報告、答申を行う。（ガイドライン９章） 

【構成員】法律、医療、教育、心理、福祉等の専門知識及び経験を有する者（１０名以内 事案と利害関係のない者を委嘱） 

法に基づいて市長へ調査結果を説明する。この説明は、原則として、教育委員会が行う。 
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以下のような場合、市長部局の附属機関として、いじめ重大事態の調査を実施する。（ガイドライン第１２章） 

① 調査を取りまとめた後、調査結果に影響を及ぼし得る新しい重要な事実が判明したと市長が判断した場合 

② 事前に対象児童生徒・保護者と確認した調査事項又は調査中に新しい重要な事実が判明した事項について、市

長が十分な調査が尽くされていないと判断した場合 

③ 調査組織の構成について、市長が明らかに公平性・中立性が確保されていないと判断し、かつ、事前に対象児童

生徒・保護者に説明していないなどにより、対象児童生徒・保護者が調査組織の構成に納得していない場合 
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調査結果の公表について（ガイドライン９章） 

 調査結果を公表するか否かは、学校の設置者及び学校として、

事案の内容や重大性、被害児童生徒・保護者の意向、公表した場

合の児童生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断するこ

ととし、特段の支障がなければ公表することが望ましい。 

 公表に際しては、被害児童生徒・保護者に対し、公表の方針につ

いて説明し、公表の仕方及び公表の内容を被害児童生徒・保護者

と確認することが求められる。 

越前市教育委員会 

市教委主体による学校との情報共有・相談・初期調査 

「いじめの状況等に関する調査」及び 「いじめ事案報告書」、「児童生徒の個人状況・学校対応状況シート」

等をもとにいじめ事案について調査・検証。 

必要に応じて市教委主導による関係者への聞き取りを行う。 
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所見 

市長部局の附属機関として、調査委員会と別組織においていじめ重大事態の調査を実施する。 

再調査結果を取りまとめた後は、関係児童生徒・保護者への説明を行う。（ガイドライン９章） 

【構成員】法律、医療、教育、心理、福祉等の専門知識及び経験を有する者（１０名以内 事案と利害関係のない者を委嘱） 
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